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児童福祉施設等施設整備費補助金等交付要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条中「施設及び設備の整備」を「施設整備」に改める。

第�条第	項の表を次のように改める。

号外第
号 平成��年�月��日 (�)

交付の対象である事業 施設の種類 補助事業者の範囲
創設等補助

（負担）率

その他補助

（負担）率

	 児童福祉法（昭

和��年法律第���

号）第�条に基づ

く児童福祉施設の

施設整備

� 社会福祉施設等施設整

備費国庫負担（補助）金

交付要綱（平成�年��月

�日付け厚生労働省発社

援第�������号厚生労働

事務次官通知。以下「国

庫負担（補助）金交付要

綱」という。）に基づく

事業

保育所 市町村 �分の	

� 平成�年度社会福祉施

設等施設整備費（アスベ

スト除去等及び耐震化整

備等）国庫負担（補助）

金交付要綱（平成��年�

月��日付け厚生労働省発

社援第�������号厚生労

働事務次官通知。以下

「アスベスト除去等国庫

負担（補助）金交付要

綱」という。）に基づく

保育所 社会福祉法（昭和

��年法律第��号）

第��条第	項の規

定により設立され

た社会福祉法人

（以下「社会福祉

法人」という。）

�分の�

� �

� �

児童福祉施設等施設整備費補助金等交付要綱の一部改正 （青少年家庭課）
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平成��年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

第�条第�項中「環境改善整備」を「環境改善施設整備」に改め、同条第�項を次のように改める。

� 学校の余裕教室等の改築等に要する施設整備に対する補助金等は、交付金交付要綱において定める額を交付額とす

る。

第�条第�項中「及び設備整備」を削る。

第�条第�項中「第�項」を「第�項」に改め、同条第�項から第�項までを次のように改める。

� 前条第�項の表�の項の�の事業に係る創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設整備及び環境改善

施設整備（第�項及び第�項において「創設等事業」という。）に対する補助金等の交付額は、国庫負担（補助）金交

付要綱第�の�の�のアのア�により選定された額と、国庫負担（補助）金交付要綱第�の�の�のアのイ�により算出し

た額とを比較していずれか少ない額に、前条第�項の表の創設等補助（負担）率の欄に定める補助（負担）率を乗じて

得た額以内の額とする。

� 前条第�項の表�の項の�の事業に対する補助金等の交付額は、アスベスト除去等国庫負担（補助）金交付要綱第�

の�の�のイに規定する都道府県補助基本額に、前条第�項の表のその他補助（負担）率の欄に定める補助（負担）率

を乗じて得た額以内の額とする。

� 前条第�項の表�の項の�の事業に対する補助金等の交付額は、交付金交付要綱第�のイのア�により算出した額と、

交付金交付要綱第�のイのイ�により選定された額とを比較して少ない方の額に、創設等事業にあっては前条第�項の表

の創設等補助（負担）率の欄に定める補助（負担）率を、それ以外の事業にあっては同表のその他補助（負担）率の欄

に定める補助（負担）率を乗じて得た額以内の額とする。

第�条に次の�項を加える。

� 前条第�項の表�の項の事業に対する補助金等の交付額は、児童厚生施設等整備費交付要綱（昭和	
年�月
�日付け

厚生省発児第
�号厚生事務次官通知。以下「児童厚生施設整備交付要綱」という。）に定めるところにより算出され

た補助基本額に、創設等事業にあっては前条第�項の表の創設等補助（負担）率の欄に定める補助（負担）率を、創設

等事業以外の事業にあっては前条第�項の表のその他補助（負担）率を乗じて得た額以内の額とする。

� 前条第�項の表�の項の事業に対する補助金等の交付額は、児童厚生施設整備交付要綱に定めるところにより算出さ

れた補助基本額に、前条第�項の表の創設等補助（負担）率の欄に定める補助（負担）率を乗じて得た額以内の額とす

号外第�号 平成
�年�月
�日(�)

事業

� 平成
年度次世代育成

支援対策施設整備交付金

交付要綱（平成
年

月

��日付け厚生労働省発雇

児第

����
号厚生労働

事務次官通知。以下「交

付金交付要綱」とい

う。）に基づく事業

助産施設

乳児院

母子生活支援施

設

保育所

児童養護施設

情緒障害児短期

治療施設

社会福祉法人

日本赤十字社

民法（明治��年法

律第��号）第��条

の規定により設立

された法人（以下

「公益法人」とい

う。）

�分の� �分の�

児童家庭支援セ

ンター

社会福祉法人 �分の� �分の�

� 平成�年�月�日付け厚生省発児第
��号厚

生事務次官通知「児童館設置運営について」に

基づく児童館の施設整備

小型児童館

児童センター

市町村

社会福祉法人

公益法人

�分の� �分の�

� 平成�年�月�日付け児発第��	号厚生省児

童家庭局長通知の別添「放課後児童健全育成事

業実施要綱」に基づく事業を実施するための施

設の施設整備

放課後児童クラ

ブ室

市町村 �分の�



島 根 県 報

る。

様式第�号中「表�の項以外の施設については別紙�－�及び別紙�－�を、同表�の項の施設については別紙�－

�」を「表�の項のうち、保育所については別紙�－�及び別紙�－�を、保育所以外の施設については別紙�－�及び

別紙�－�を、同表�の項及び�の項の施設については別紙�－�」に改め､ 同様式別紙�－�及び別紙�－�を次のよ

うに改める。

号外第�号 平成��年�月��日 (�)



島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日(�)
�
�
�
�
�

施
設
整
備
申
請
額
内
訳

施
設
の
種
類

施
設
の
名
称

（
注
）

�
工
事
請
負
契
約
、
物
品
購
入
契
約
等
を
締
結
す
る
単
位
で
作
成
す
る
こ
と
。

�
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
本
体
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
、
そ
の
他
工
事
別
と
し
、
小
計
を
設
け
る
こ
と
。

�
Ａ
欄
か
ら
Ｄ
欄
ま
で
の
施
設
種
別
ご
と
の
内
訳
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
欄
の
内
訳
を
島
根
県
補
助
基
本
額
と
し
た
場
合
に
は
、
記
入
は
不
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
整

備
、
介
護
用
リ
フ
ト
等
特
殊
附
帯
工
事
及
び
以
下
に
掲
げ
る
整
備
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
に
係
る
Ａ
欄
か
ら
Ｄ
欄
ま
で
の
内
訳
を
記
入
す
る
こ
と
。

通
園
バ
ス
・
送
迎
バ
ス
、
職
業
補
導
設
備
、
難
聴
幼
児
訓
練
設
備
、
情
報
近
代
化
設
備
、
大
型
遊
具
設
備

�
Ｊ
欄
に
は
、
Ｂ
欄
、
Ｄ
欄
又
は
Ｉ
欄
の
う
ち
最
も
少
な
い
額
で
あ
る
欄
の
施
設
種
別
ご
と
の
内
訳
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
、

Ｂ
欄
、
Ｄ
欄
又
は
Ｉ
欄
を
比
較
し
て
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

	
Ｋ
欄
に
は
、
Ｊ
欄
の
額
に
創
設
等
補
助
（
負
担
）
率
の
欄
に
定
め
る
補
助
（
負
担
）
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

施
設

種
別

設
置
者
の

総
事
業
費

Ａ
円

対
象
経
費
の
実

支
出
(予
定
)額

Ｂ
円

寄
附
金
そ
の

他
の
収
入
額

Ｃ
円

差
引
額

Ｄ
(�
��
)
円

算
定
基
準
に
よ
る
算
定
額

島
根
県

補
助
基
本
額

Ｊ
円

島
根
県

補
助
所
要
額

Ｋ
円

定
員

Ｅ
単

価
Ｆ

円
基
本
額

Ｇ
(�
×
�)
円
高
層
化
加
算

Ｈ
(�
×

��
	)
円
算
定
額
合
計

Ｉ
(�

�
)
円

施
設

整
備

費

合
計



島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日 (�)
�
�
�
�
�

施
設
整
備
申
請
額
内
訳

施
設
の
種
類

施
設
の
名
称

（
注
）

�
工
事
請
負
契
約
、
物
品
購
入
契
約
等
を
締
結
す
る
単
位
で
作
成
す
る
こ
と
。

�
交
付
金
算
定
方
法
が
交
付
要
綱
第
	
条
第
	
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
整
備
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
算
出
方
法
に
基
づ
き
算
出
し
た
基
準
額
（
対
象
経
費
の
み
）
の
合
計
に
�
分
の
�

を
乗
じ
て
得
た
額
を
Ｊ
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
�

��
�円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

�
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
本
体
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
、
そ
の
他
工
事
別
と
し
、
小
計
を
設
け
る
こ
と
。

	
Ｃ
欄
に
は
、
移
行
時
特
別
積
立
金
を
含
め
る
こ
と
。

�
Ｅ
欄
に
は
、
Ｂ
欄
の
額
と
Ｄ
欄
の
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
に
�
分
の
�
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。


Ｊ
欄
に
は
、
Ｅ
欄
の
額
と
Ｉ
欄
の
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
Ｋ
欄
に
は
、
Ｊ
欄
の
額
に
所
定
の
補
助
（
負
担
）
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
�

��
�円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

�
Ｅ
欄
及
び
Ｉ
欄
か
ら
Ｌ
欄
ま
で
の
合
計
の
欄
に
つ
い
て
は
、
内
訳
の
金
額
の
有
無
に
関
係
な
く
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

施
設

種
別

設
置
者
の

総
事
業
費

Ａ
円

対
象
経
費
の
実

支
出
(予
定
)額

Ｂ
円

寄
附
金
そ
の

他
の
収
入
額

Ｃ
円

差
引
額

Ｄ
(�
��
)
円

選
定
額

Ｅ
円

算
定
基
準
に
よ
る
算
定
額

交
付
金

基
本
額

Ｊ
円

島
根
県

補
助
基
本
額

Ｋ
円

島
根
県

補
助
所
要
額

Ｌ
円

定
員

Ｆ
交
付
基
礎
点
数

Ｇ
点
基
準
点
数

Ｈ
(�
×
�)
円
算
定
額
合
計

Ｉ
(�
×
��

		
	)
円

施
設

整
備

費

合
計



島 根 県 報

様式第�号別紙�－�の次に別紙�－�として次のように加える。

号外第�号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日 (�)
�
�
�
�
�

施
設
整
備
申
請
額
内
訳

（
整
備
区
分
：
創
設
・
改
築
・
拡
張
・
大
規
模
修
繕
）

施
設
の
名
称

（
注
）

�
（
整
備
区
分
：
創
設
・
改
築
・
拡
張
・
大
規
模
修
繕
）
に
は
、
該
当
す
る
整
備
区
分
に
○
印
を
付
す
こ
と
。

�
Ｂ
欄
に
は
、
施
設
整
備
費
の
工
事
費
の
対
象
面
積
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
Ｃ
欄
の
金
額
に
�
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
�
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
記
入
す
る
こ
と
。

	
工
事
事
務
費
の
Ｄ
欄
に
は
、
Ａ
欄
の
金
額
と
工
事
費
の
Ｄ
欄
の
金
額
の

�
�％
に
相
当
す
る
金
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。


Ｊ
欄
に
は
、
�
欄
、
Ｆ
欄
又
は
Ｉ
欄
の
金
額
の
う
ち
最
も
少
な
い
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
Ｋ
欄
に
は
、
Ｊ
欄
の
金
額
に
所
定
の
補
助
（
負
担
）
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
��
��
�円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

区
分

設
置
者
の

総
事
業
費

Ａ
円

対
象
経
費
の
実
支
出
（
予
定
）
額

寄
附
金
そ
の

他
の
収
入
額

Ｅ
円

差
引
額

Ｆ
(�
��
)
円

算
定
基
準
に
よ
る
算
定
額
島
根
県

補
助
基
本
額

Ｊ
円

島
根
県

補
助
所
要
額

Ｋ
円

面
積

Ｂ
㎡

単
価

Ｃ
円

金
額

Ｄ
円

面
積

Ｇ
㎡

単
価

Ｈ
円

金
額

Ｉ
円

工
事

費

工
事

事
務

費

初
度
設
備
相
当
加
算

年
長

児
童

用
加

算

小
計

そ
の

他
の

工
事

費

合
計



島 根 県 報

「ウ 整備の区分

ア� 施設整備の区分（創設、改築、拡張又は大規模修繕の別） を

イ� 設備整備の区分（初度設備、非常通報装置設備又は年長児童用設備の別）」

「ウ 施設整備の区分

ア� 創設、改築、拡張又は大規模修繕の別 に、

イ� 初度設備相当加算又は年長児童用加算の有無」

「ア 工 事 費 円

冷・暖房設備工事費 円 を「ア 工 事 費 円」に、

浄化槽設備工事費 円」

「 オ 施設整備費 合計 円

(※)カ 初度設備 円

(※)キ 消防機関への非常通報装置 円

(※)ク 年長児童用設備 円 を

ケ 設備整備費 合 計 円

コ 合計（オ＋ケ） 円

(※) カ～クの内容（整備区分ごとに記載すること。）」

「(※)オ 初度設備 円

(※)カ 年長児童用設備 円
に、

キ 合計 円

(※) オ及びカの内容（整備区分ごとに記載すること。）」

「（注）� 工事費費目別内訳書を添付すること。

� �の�アの冷・暖房設備工事費及び浄化槽設備工事費は、工事費の内 を

書とすること。 」

「（注） 工事費費目別内訳書を添付すること。」に改める。

様式第�号中「表�の項以外の施設については様式第�号の別紙�－�及び別紙�－�を、同表�の項の施設について

号外第�号 平成��年�月��日(�)

様式第�号別紙�－�中「ク 合 計 円」を
「ク 地域交流スペース 円

ケ 合 計 円」
に、

「� 設備整備に係る事業計画

� 事業の目的及び内容

� 財源内訳

ア 島根県補助金 円

イ 市町村補助金 円

ウ 設置者負担金 円

（内訳）一般財源 円

寄附金 円

地方債・借入金 円

エ 合 計 円

� その他参考事項 ｣

を削り､ 同様式別紙�－�中

品 目 数量 規 格 単価 金 額
整備目的
及び必要
理由

計
円 円



島 根 県 報

は様式第�号の別紙�－�」を「表第�の項のうち、保育所については別紙�－�及び別紙�－�を、保育所以外の施設

については別紙�－�及び別紙�－�を、同表�の項及び�の項の施設については別紙�－�」に改める。

様式第�号中「表�の項以外の施設については別紙�－�及び別紙�－�を、同表�の項の施設については別紙�－

�」を「表第�の項のうち、保育所については別紙�－�及び別紙�－�を、保育所以外の施設については別紙�－�及

び別紙�－�を、同表�の項及び�の項の施設については別紙�－�」に改め､ 同様式別紙�－�及び別紙�－�を次の

ように改める。

号外第�号 平成��年�月��日 (	)



島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日(��)
�
�
�
�
�

施
設
整
備
精
算
額
内
訳

施
設
の
種
類

施
設
の
名
称

（
注
）

�
工
事
請
負
契
約
、
物
品
購
入
契
約
等
を
締
結
す
る
単
位
で
作
成
す
る
こ
と
。

�
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
本
体
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
、
そ
の
他
工
事
別
と
し
、
小
計
を
設
け
る
こ
と
。

�
Ａ
欄
か
ら
Ｄ
欄
ま
で
の
施
設
種
別
ご
と
の
内
訳
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
欄
の
内
訳
を
島
根
県
補
助
基
本
額
と
し
た
場
合
に
は
、
記
入
は
不
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
整

備
、
介
護
用
リ
フ
ト
等
特
殊
附
帯
工
事
及
び
以
下
に
掲
げ
る
整
備
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
に
係
る
Ａ
欄
か
ら
Ｄ
欄
ま
で
の
内
訳
を
記
入
す
る
こ
と
。

通
園
バ
ス
・
送
迎
バ
ス
、
職
業
補
導
設
備
、
難
聴
幼
児
訓
練
設
備
、
情
報
近
代
化
設
備
、
大
型
遊
具
設
備

	
Ｊ
欄
に
は
、
Ｂ
欄
、
Ｄ
欄
又
は
Ｉ
欄
の
う
ち
最
も
少
な
い
額
で
あ
る
欄
の
施
設
種
別
ご
と
の
内
訳
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
、

Ｂ
欄
、
Ｄ
欄
又
は
Ｉ
欄
を
比
較
し
て
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
を
記
入
す
る
こ
と
。



Ｋ
欄
に
は
、
Ｊ
欄
の
額
に
創
設
等
補
助
（
負
担
）
率
の
欄
に
定
め
る
補
助
（
負
担
）
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

施
設

種
別

設
置
者
の

総
事
業
費

Ａ
円

対
象
経
費
の

実
支
出
額

Ｂ
円

寄
附
金
そ
の

他
の
収
入
額

Ｃ
円

差
引

額

Ｄ
(�

��
)
円

算
定
基
準
に
よ
る
算
定
額

島
根

県
補
助
基
本
額

Ｊ
円

島
根

県
補
助
所
要
額

Ｋ
円

島
根
県
補
助

交
付
決
定
額

Ｌ
円

島
根
県
補
助

受
入
済
額

Ｍ
円

差
引

過
不
足
額

Ｎ
(�

��
)
円

定
員

Ｅ
単

価
Ｆ

円
基

本
額

Ｇ
(�
×

�)
円
高
層
化
加
算

�(
	×


�
�)
円
算
定
額
合
計

Ｉ
(	

�
)
円

施
設

整
備

費

合
計



島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日 (��)
�
�
�
�
�

施
設
整
備
精
算
額
内
訳

施
設
の
種
類

施
設
の
名
称

（
注
）

�
工
事
請
負
契
約
、
物
品
購
入
契
約
等
を
締
結
す
る
単
位
で
作
成
す
る
こ
と
。

�
交
付
金
算
定
方
法
が
交
付
要
綱
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
整
備
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
算
出
方
法
に
基
づ
き
算
出
し
た
基
準
額
（
対
象
経
費
の
み
）
の
合
計
に
�
分
の
�

を
乗
じ
て
得
た
額
を
Ｊ
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
�	




円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

�
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
本
体
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
、
そ
の
他
工
事
別
と
し
、
小
計
を
設
け
る
こ
と
。

�
Ｃ
欄
に
は
、
移
行
時
特
別
積
立
金
を
含
め
る
こ
と
。

�
Ｅ
欄
に
は
、
Ｂ
欄
の
額
と
Ｄ
欄
の
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
に
�
分
の
�
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
Ｊ
欄
に
は
、
Ｅ
欄
の
額
と
Ｉ
欄
の
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
を
記
入
す
る
こ
と
。


Ｋ
欄
に
は
、
Ｊ
欄
の
額
に
所
定
の
補
助
（
負
担
）
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
�	




円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

�
Ｅ
欄
及
び
Ｉ
欄
か
ら
Ｌ
欄
ま
で
の
合
計
の
欄
に
つ
い
て
は
、
内
訳
の
金
額
の
有
無
に
関
係
な
く
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

施
設

種
別

設
置
者
の

総
事
業
費

Ａ
円

対
象
経
費
の
実

支
出
(予
定
)額

Ｂ
円

寄
附
金
そ
の

他
の
収
入
額

Ｃ
円

差
引

額

Ｄ
(�

��
)
円

選
定

額

Ｅ
円

算
定
基
準
に
よ
る
算
定
額

交
付

金
基

本
額

Ｊ
円

島
根

県
補
助
基
本
額

Ｋ
円

島
根

県
補
助
所
要
額

Ｌ
円

島
根
県
補
助

交
付
決
定
額

Ｍ
円

島
根
県
補
助

受
入
済
額

Ｎ
円

差
引

過
不
足
額

Ｏ
(�

��
)
円

定
員

Ｆ
交
付
基
礎
点
数

Ｇ
点

基
準
点
数

Ｈ
(�
×

�)
点

算
定
額
合
計

�(
	×


�
��
�)
円

施
設

整
備

費

合
計



島 根 県 報

様式第�号別紙�－�の次に別紙�－�として次のように加える。

号外第�号 平成��年�月��日(�	)



島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日 (��)
�
�
�
�
�

施
設
整
備
精
算
額
内
訳

（
整
備
区
分
：
創
設
・
改
築
・
拡
張
・
大
規
模
修
繕
）

施
設
の
名
称

（
注
）

�
（
整
備
区
分
：
創
設
・
改
築
・
拡
張
・
大
規
模
修
繕
）
に
は
、
該
当
す
る
整
備
区
分
に
○
印
を
付
す
こ
と
。

�
Ｂ
欄
に
は
、
施
設
整
備
費
の
工
事
費
の
対
象
面
積
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
Ｃ
欄
の
金
額
に
�
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
�
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
記
入
す
る
こ
と
。

	
工
事
事
務
費
の
Ｄ
欄
に
は
、
Ａ
欄
の
金
額
と
工
事
費
の
Ｄ
欄
の
金
額
の

�
�％
に
相
当
す
る
金
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。


Ｊ
欄
に
は
、
�
欄
、
Ｆ
欄
又
は
Ｉ
欄
の
金
額
の
う
ち
最
も
少
な
い
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
Ｋ
欄
に
は
、
Ｊ
欄
の
金
額
に
所
定
の
補
助
（
負
担
）
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
��
��
�円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

区
分

支
出
済
み

総
事
業
費

Ａ
円

対
象
経
費
の
実
支
出
額

寄
附
金
そ
の

他
の
収
入
額

Ｅ
円

差
引

額

Ｆ
(�

��
)
円

算
定
基
準
に
よ
る
算
定
額

島
根

県

補
助
基
本
額

Ｊ
円

島
根

県

補
助
所
要
額

Ｋ
円

島
根
県
補
助
金

交
付
決
定
額

Ｌ
円

島
根
県
補
助

金
受
入
済
額

Ｍ
円

差
引

過
不
足
額

Ｎ
(�

��
)
円

面
積

Ｂ
㎡

単
価

Ｃ
円

金
額

Ｄ
円

面
積

Ｇ
㎡

単
価

Ｈ
円

金
額

Ｉ
円

工
事

費

工
事

事
務

費

初
度
設
備
相
当
加
算

年
長
児
童
用
加
算

小
計

そ
の
他
の
工
事
費

合
計



島 根 県 報

「工事費仕様書」を「工事仕様書」に、

「ウ 整備の区分

ア� 施設整備の区分（創設、改築、拡張又は大規模修繕の別） を

イ� 設備整備の区分（初度設備、非常通報装置設備又は年長児童用設備の別）」

「ウ 施設整備の区分

ア� 創設、改築、拡張又は大規模修繕の別 に、

イ� 初度設備相当加算又は年長児童用加算の有無」

「ア 工 事 費 円

冷・暖房設備工事費 円 を「ア 工 事 費 円」に、

浄化槽設備工事費 円」

「 オ 施設整備費 合 計 円

(※)カ 初度設備 円

(※)キ 消防機関への非常通報装置 円

(※)ク 年長児童用設備 円 を

ケ 設備整備費 合 計 円

コ 合計（オ＋ケ） 円

(※) カ～クの整備内容（整備区分ごとに記載すること。）」

「(※)オ 初度設備 円

(※)カ 年長児童用設備 円 に、

キ 合計 円

(※) オ及びカの内容（整備区分ごとに記載すること。）」

「（注）� 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書及び工事事務費費目別内訳

書を添付すること。

� �の�アの冷・暖房設備工事費及び浄化槽設備工事費は、工事費の内
を

書とすること。 」

「（注） 工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書及び工事事務費費目別内訳書 に、

を添付すること。 」

号外第�号 平成��年�月��日(��)

様式第�号別紙�－�中「ク 合 計 円」を
「ク 地域交流スペース 円

ケ 合 計 円」
に、

「� 設備整備に係る事業内容

� 整備品目内訳

� その他参考資料

（添付書類）

ア 契約書（又は請書）の写し

イ 検収調書（又はそれに代わるもの）の写し 」

を削り､ 同様式別紙�－�中

品 目 数量 規 格 単価 金 額
整備目的
及び必要
理由

計
円 円



島 根 県 報

「� 施設整備費に係るもの

� 請負の場合は、工事請負契約書の写し、直営の場合は、支払領収書の写し

� 工事完了を確認するに足る検査済証の写し（建築基準法第�条第�項又は第

��条第�項の規定による検査済証）

� 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表（交付申請書に添付したものと同

一の場合は省略）

� 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図（交付申請書に添付した を

ものと同一の場合は省略）

� 建物内外主要部分の写真

� 工事契約金額報告書（別紙①）

� 設備整備費に係るもの

� 契約書（又は請書）の写し

� 検収調書（又はそれに代わるもの）の写し 」

「� 請負の場合は、工事請負契約書の写し、直営の場合は、支払領収書の写し

� 工事完了を確認するに足る検査済証の写し（建築基準法第�条第�項又は第��

条第�項の規定による検査済証）

� 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表（交付申請書に添付したものと同一の

場合は省略）

� 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図（交付申請書に添付したもの
に改める。

と同一の場合は省略）

� 建物内外主要部分の写真

	 検収調書（又はそれに代わるもの）の写し

� 工事契約金額報告書（別紙①）（補助事業者が社会福祉法人の場合のみ） 」

� �

（施行期日）

� この告示は、平成��年�月�
日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設等施設整備費補助金等交付要綱

（以下「改正後の要綱」という。）は、平成��年度の事業から適用する。

（経過措置）

� この告示の施行の日前に、この告示による改正前の児童福祉施設等施設整備費補助金等交付要綱（以下「改正前の要

綱」という。）規定によりなされた申請その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

� 平成�年��月�日付け厚生省社第
��号厚生事務次官通知の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設

備整備費国庫負担（補助）金交付要綱」による社会福祉施設等施設（設備）整備費国庫負担（補助）金の交付を平成��

年度に受けている施設整備事業（継続事業に限る。）の補助金等の交付額の算定については、改正後の要綱第�条及び

第�条の規定にかかわらず、平成��年度に限り、改正前の要綱第�条及び第�条の規定を適用する。

号外第�号 平成��年�月�
日 (�)



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報号外第	号 平成��年�月��日(�
)


